
株式会社Be-fresh を

「もにす認定企業」として認定しました︕
令和６年2月 1日

株式会社 Be-fresh ハローワーク古河

代表取締役 安蒜 新一 氏 所⻑ ⼩林 弘樹

茨城労働局は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく「障害者雇用に関する

優良な中小事業主認定制度（通称 もにす認定）」の認定企業として、令和５年１２月２７

日付で、株式会社 Be-fresh【猿島郡五霞町、代表取締役 安蒜 新一】を認定し、認定通

知書を交付しました。茨城県では、７社目の認定となります。

この「もにす認定」とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況

などが優良な中小事業主を認定する制度です。

この認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、

既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公

表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者

雇用の取組が進展することが期待されます。

茨城労働局では、地域における障害者雇用の身近なロールモデルとなる「もにす認定企

業」を増やしていき、障害者雇用が進展するよう取り組んでいきます。

「もにす認定制度」についてお知りになりたい場合はこちらをクリック！

【担当部署・連絡先】茨城労働局職業対策課 TEL:029-224-6219

フォトレポート

株式会社 Be-fresh は

焼肉用精肉商品を専門に取り扱っている会社です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

